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Ⅰ はじめに

　2024年（令和6年）2月19日に「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
部を改正する内閣府令」（令和6年内閣府令第
14号）（以下、「改正府令」という）が公布・施
行された。
　本改正府令は、2023年（令和5年）11月17
日付けで企業会計基準委員会（ASBJ）から公
表された企業会計基準第32号「「連結キャッ
シュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改
正」及び実務対応報告第45号「資金決済法に
おける特定の電子決済手段の会計処理及び開示
に関する当面の取扱い」（以下、あわせて「会
計基準等」という）を踏まえ、次の規則（以
下、あわせて「財規等」という）について、所
要の改正を行うものである。
◦財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則
◦中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則
◦四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則
◦連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則
◦中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
に関する規則
◦四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則
　本稿は、改正府令の主な内容について解説を
行うものであるが、意見にわたる部分について
は、筆者らの私見であることをあらかじめ申し
添えておく。

Ⅱ 改正の経緯・概要

　2022年6月の改正資金決済法の成立により、
いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の
価値と連動した価格で発行され券面額と同額で
払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有
するものが新たに「電子決済手段」と定義された。
　これを受け、2023年（令和5年）11月17日、
ASBJは、「資金決済に関する法律」（平成21年
法律第59号。以下「資金決済法」という）上
の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計
上の取扱いについて示すため、会計基準等を公
表した。会計基準等では、資金決済法第2条第
5項第1号から第4号までに規定される電子決

   No.1023  2024.4.1530

法　令　解　説

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　https://www.lotus21.co.jp/ta

https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
https://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html

	見本誌請求ページへ: 


